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議 案 目 録 

 

議案第 ５ ２ 号  明石市市税条例の一部を改正する条例制定専決処分につ

き承認を求めること 

報告第 ７ 号  訴えの提起専決処分につき報告のこと 

〃 第 ８ 号  損害賠償額決定専決処分につき報告のこと 

 



－1－ 

議案第 ５ ２ 号 
明石市市税条例の一部を改正する条例制定専決処分につ

き承認を求めること  

 １ 要  旨 

   地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税及び都市計画税の

特例措置を３年延長するため、平成３０年３月３０日専決処分により条例

の一部を改正したので、その承認を求めるもの。 

 

 ２ 内  容 

  (１) 固定資産税の特例措置の延長 

ア 地価が下落している場合に価格を下落修正できる特例措置を平成３

２年度まで延長 

イ 土地に係る負担調整措置を平成３２年度まで延長 

  (２) 都市計画税の特例措置の延長 

固定資産税と同様の特例措置の延長 

 

 ３ 施行期日 

   平成３０年４月１日 



－2－ 

報告第 ７ 号 訴えの提起専決処分につき報告のこと  

１ 請求の要旨  

   市営住宅の家賃及び駐車場使用料を長期間滞納する相手方に対し、住宅

及び駐車場の明渡し並びに滞納家賃、滞納駐車場使用料、遅延損害金及び

明渡し済みまでの間の損害賠償金の支払いを求めるもの。 

 

２ 訴えの相手方等 

相手方 明渡し住宅等 滞納家賃等（円） 専決処分日 

明石市在住の個人 市営西大窪鉄筋住宅

及び駐車場 

家賃 

３４，５００ 

駐車場使用料 

１５，３００ 

平成３０年 

３月３０日 

 

 



－3－ 

報告第 ８ 号 損害賠償額決定専決処分につき報告のこと  

１ 要  旨 

交通事故の損害賠償額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の

規定により、平成３０年４月１３日専決処分したので、報告するもの。 

 

２ 内  容 

(１) 損害賠償額  金 ５１，９５０円 

(２) 相 手 方  神戸市在住の個人 

(３) 事故の内容  平成２９年９月７日神戸市西区上新地１丁目２１番

地の１地先において、市民生活局環境室収集事業課の

職員が運転する本市所有のごみ収集車が直進中、左方

のマンション駐車場から道路に進入してきた相手方乗

用車と接触し、損害を与えたもの。 


